
1 ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
7
8
9
10
11
12
13
14
15

待機児童解消対策推進事業(民間保育所等施設整備）

こども育成部 保育課

賃貸借物件の内装改修費、備品代及び工事期間中の賃借料を補助することにより、施設整

備を実施し、受け入れ枠の拡大を目指します。

就学前児童数は減少し続けていることを踏まえ、今後の実施に当たっては、ニーズに合わ

せて整備エリアを選択するとともに、既存施設や賃貸借物件の活用も含めて整備手法を検

討しながら実施します。

4月 5月 6月 7月 8月

施設整備手続き等 事務作業全般

9月
10

月

11

月
3月

保育需要の確認 検討
既存法人への整備意向調整 事務作業全般

12

月
1月 2月

次年度予算要求 庁内調整・会議
地域型保育事業の公募 事務作業全般
認定こども園への移行促進 庁外調整・会議



児童福祉法

第２４条 市町村は、この法律及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、保護者

の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保

育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所（認定

こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第十一項の規定による公示がされた

ものを除く。）において保育しなければならない。

② 市町村は、前項に規定する児童に対し、認定こども園法第二条第六項に規定する認定

こども園（子ども・子育て支援法第二十七条第一項の確認を受けたものに限る。）又は家

庭的保育事業等（家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保

育事業をいう。以下同じ。）により必要な保育を確保するための措置を講じなければなら

ない。

〇子ども・子育て支援法

第３条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務

を有する。

３ 子ども及びその保護者が置かれている環境に応じて、子どもの保護者の選択に基づ

き、多様な施設又は事業者から、良質かつ適切な教育及び保育その他の子ども・子育て支

援が総合的かつ効率的に提供されるよう、その提供体制を確保すること。

あり



1 ■ ■
2 ■
3 ■ ■
4 ■ ■ ■
5 ■ ■
6 ■ ■ ■ ■ ■ ■
7 ■ ■ ■ ■ ■ ■
8
9
10
11
12
13
14
15

公立保育園再編整備事業

こども育成部 保育課

平成２１年２月に策定した「公立保育園に関する今後の方針について」を基本としつつ、

社会情勢の変化と公立保育園の老朽化に伴い、公立保育園の目指す姿や求められる役割を

見直します。

茅ヶ崎市公共施設等個別施設計画に沿って、その役割を果たしていくために必要な施設の

再整備に関する方針を策定し、方針に沿って施設の再編整備を実施します。

4月 5月 6月 7月 8月

職員・保護者説明

9月
10

月

11

月
3月

政策調整会議・政策会議 庁内調整・会議
全員協議会報告

12

月
1月 2月

パブリックコメント
方針策定
民間移管の方策検討
仮設園舎用地検討



〇児童福祉法

第２４条 市町村は、この法律及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、保護者

の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保

育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所（認定

こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第十一項の規定による公示がされた

ものを除く。）において保育しなければならない。

② 市町村は、前項に規定する児童に対し、認定こども園法第二条第六項に規定する認定

こども園（子ども・子育て支援法第二十七条第一項の確認を受けたものに限る。）又は家

庭的保育事業等（家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保

育事業をいう。以下同じ。）により必要な保育を確保するための措置を講じなければなら

ない。

第３５条

③ 市町村は、内閣府令の定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都

道府県知事に届け出て、児童福祉施設を設置することができる。

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

こども育成部 保育課

待機児童解消対策推進事業(保育士確保）

公立保育園を含む多くの保育施設で保育士確保に苦慮している状況があり、受け入れでき

る園児の数が伸びない要因となっています。

保育士確保に取り組むことで、既存施設により多くの園児を受け入れるとともに、保育環

境の向上を推進します。

4月 5月

保育士就職奨励金の交付 申請等受付

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月

保育士宿舎借り上げ支援事業の実施 申請等受付
ちがさき保育士バンク事業の実施 申請等受付

保育士就職相談会の開催 イベント開催



あり

〇児童福祉法

第３条の３ 市町村は、児童が心身ともに健やかに育成されるよう、基礎的な地方公共団

体として、第10条第1項各号に掲げる業務の実施、障害児通所給付費の支給、第24条第1項

の規定による保育の実施その他この法律に基づく児童の身近な場所における児童の福祉に

関する支援に係る業務を適切に行わなければならない。

第２４条 市町村は、この法律及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、保護者

の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保

育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所（認定

こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第十一項の規定による公示がされた

ものを除く。）において保育しなければならない。

２ 市町村は、前項に規定する児童に対し、認定こども園法第二条第六項に規定する認定

こども園（子ども・子育て支援法第二十七条第一項の確認を受けたものに限る。）又は家

庭的保育事業等（家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保

育事業をいう。以下同じ。）により必要な保育を確保するための措置を講じなければなら

ない。

〇子ども・子育て支援法

第３条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務

を有する。

３ 子ども及びその保護者が置かれている環境に応じて、子どもの保護者の選択に基づ

き、多様な施設又は事業者から、良質かつ適切な教育及び保育その他の子ども・子育て支

援が総合的かつ効率的に提供されるよう、その提供体制を確保すること。



1 ■ ■
2 ■ ■
3 ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
7 ■ ■
8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
9 ■ ■ ■
10 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
11
12
13
14
15

保育料収納事務

こども育成部 保育課

保育料の受益と負担の公平性、財源の確保を図ることから、口座振替の推奨を行うととも

に、督促状の送付、きめ細やかな対応・折衝、滞納者に対する財産調査及び児童手当から

の振替等により、滞納整理を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

過年度催告 事務作業全般

9月
10

月

11

月

前年度滞納整理 伝票処理・契約事務
前年度還付処理 伝票処理・契約事務

納付書発送（前月分保育料） 伝票処理・契約事務
督促状送付（前月分保育料） 通知等発送
電話催告 通知等発送
催告 通知等発送
保育料変更による還付・充当 事務作業全般
保護者申出に児童手当からの保育料への振替 通知等発送
地方税の滞納処分の例による処分の実施検討 事務作業全般



〇児童福祉法

附則

第６条 市町村は、児童福祉法第二十四条第一項の規定により保育所における保育を行う

ため、当分の間、保育認定子どもが、特定教育・保育施設(都道府県及び市町村以外の者が

設置する保育所に限る。以下この条において「特定保育所」という。)から特定教育・保育

(保育に限る。以下この条において同じ。)を受けた場合については、当該特定教育・保育

(保育必要量の範囲内のものに限る。以下この条において「支給認定保育」という。)に要

した費用について、一月につき、第二十七条第三項第一号に規定する特定教育・保育に通

常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が

現に当該支給認定保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定保育に要した

費用の額)に相当する額(以下この条において「保育費用」という。)を当該特定保育所に委

託費として支払うものとする。この場合において、第二十七条の規定は適用しない。

４ 第一項の場合において、保育費用の支払をした市町村の⾧は、当該保育費用に係る保

育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から、当該保育費用をこれらの

者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る

保育認定子どもの年齢等に応じて定める額を徴収するものとする。

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
8
9
10
11
12
13
14
15

公立保育園管理運営事業

こども育成部 保育課

公立保育園において、安全・安心な保育が提供できるように保育士・調理員など会計年度

任用職員の配置や、建物の維持管理を行います。

公立保育園の園児に対し、質の高い保育の実施、安全・安心な給食の提供、給食をとおし

た食育を推進します。また、定期的に健康診断を実施し、病気の予防や衛生面での必要な

活動を行います。

・直営6園、指定管理１園（中海岸保育園）

・浜見平保育園は複合施設「ハマミーナ」に設置。平成27年4月から令和26年9月までの間

大和リース㈱から賃借している。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

保育ＩＣＴを活用した情報配信 事務作業全般

9月
10

月

11

月

会計年度任用職員の採用・配置 事務作業全般
職員の検便 事務作業全般

建物の維持・修繕 伝票処理・契約事務
保育に使用する消耗品の購入 伝票処理・契約事務
給食に使用する食材の購入 伝票処理・契約事務
園児に対する健康診断 事務作業全般



〇児童福祉法

第３条の３ 市町村は、児童が心身ともに健やかに育成されるよう、基礎的な地方公共団

体として、第10条第1項各号に掲げる業務の実施、障害児通所給付費の支給、第24条第1項

の規定による保育の実施その他この法律に基づく児童の身近な場所における児童の福祉に

関する支援に係る業務を適切に行わなければならない。

第２４条 市町村は、この法律及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、保護者

の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保

育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所（認定

こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第十一項の規定による公示がされた

ものを除く。）において保育しなければならない。

② 市町村は、前項に規定する児童に対し、認定こども園法第二条第六項に規定する認定

こども園（子ども・子育て支援法第二十七条第一項の確認を受けたものに限る。）又は家

庭的保育事業等（家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保

育事業をいう。以下同じ。）により必要な保育を確保するための措置を講じなければなら

ない。

〇茅ヶ崎市立保育園条例

第２条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、市立保育園を設

置し、その名称、位置及び定員は、別表第1のとおりとする。

あり



1 ■
2 ■
3 ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

中海岸保育園管理運営事業

こども育成部 保育課

・民間事業者による効率的・効果的な運営を実施するため、指定管理者による運営を行い

ます。

・通常の保育（定員120人）の他、時間外保育、一時預かり、病後児保育など多様な保育

サービスを提供しています。

定員：１２０人

施設概要：鉄筋コンクリート造 ２階建 床面積1,001.25㎡

（高砂コミュニティセンターとの複合施設）

指定管理期間：令和２年４月～令和１０年３月

指定管理者：社会福祉法人 西久保福祉会

保育時間：午前７時～午後８時（午後６時以降は延⾧保育）

保育内容：通常保育、延⾧保育、一時預かり、病後児保育

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

指定管理料等の支払い、事業計画の確認 伝票処理・契約事務

9月
10

月

11

月

年度協定書等の作成、協定締結 伝票処理・契約事務
前年度実績報告書の確認・精算 伝票処理・契約事務

法人・保護者からの問い合わせ対応 相談・問合せ対応
実績報告書の確認・精算 伝票処理・契約事務



〇児童福祉法

第３条の３ 市町村は、児童が心身ともに健やかに育成されるよう、基礎的な地方公共団

体として、第10条第1項各号に掲げる業務の実施、障害児通所給付費の支給、第24条第1項

の規定による保育の実施その他この法律に基づく児童の身近な場所における児童の福祉に

関する支援に係る業務を適切に行わなければならない。

〇茅ヶ崎市立保育園条例

第２条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、市立保育園を設

置し、その名称、位置及び定員は、別表第1のとおりとする。

第３条 茅ヶ崎市立中海岸保育園の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)

第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
8
9
10
11
12
13
14
15

公立保育園の地域子育て支援事業

こども育成部 保育課

平成２１年２月に策定した「公立保育園に関する今後の方針について」に基づき、児童福

祉法に位置づけられた地域子育て支援として、公立保育園では園児への保育だけでなく、

保育士としての豊富な経験や専門性を生かした地域の子育て支援として、地域の子育て家

庭を対象に、子育て支援事業（園庭開放、のびのび広場、SNSを活用した子育て情報の発

信、体験保育など）を実施します。

浜見平保育園地域育児センターでは安心できる環境で、子どもを遊ばせることができ、保

護者は常駐している保育士からいろいろな遊び方や、子どもの発達や、子育てにおける悩

みまで様々なことを相談することができます。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

ふれあい広場 イベント開催

9月
10

月

11

月

園庭開放 イベント開催
のびのび広場 イベント開催

SNSを活用した情報発信 イベント開催
体験保育 イベント開催
子育て相談 相談・問合せ対応
育児講座の実施 イベント開催



〇児童福祉法

第２１条の８ 市町村は、次条に規定する子育て支援事業に係る福祉サービスその他地域

の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが積極的に提供され、保護者が、その児童及び保

護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状況に応じて、当該児童を養

育するために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者又

はこれに参画する者の活動の連携及び調整を図るようにすることその他の地域の実情に応

じた体制の整備に努めなければならない。

第４８条の４

② 保育所は、当該保育所が主として利用される地域の住民に対して、その行う保育に支

障がない限りにおいて、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努

めなければならない。

③ 保育所に勤務する保育士は、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行

うために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

休日等保育事業

こども育成部 保育課

就労体系の多様化に伴う休日等の保育需要に応えるため、休日や年末に保育を実施しま

す。

通常は、平日（土曜日を含みます。）の利用しかできませんが、次の要件を満たす児童

は、休日等（日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第128号）に規定する休日

及び年末（12/29・30））に保育園を利用することができます。

1 茅ヶ崎市内の認可保育所等に在園していること。

2 休日等において保護者が就労などにより保育ができないこと。

3 休日等保育の利用月において満6ヶ月以上の就学前児童であること。

4 健康で集団生活ができること。

5 慣らし保育が終了していること。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事業内容の見直し検討

9月
10

月

11

月

申請受付・利用決定 事務作業全般
大型連休や年末での利用申請 申請等受付



〇児童福祉法

第６条の３

⑦ この法律で、一時預かり事業とは、家庭において保育(養護及び教育(第三十九条の二

第一項に規定する満三歳以上の幼児に対する教育を除く。)を行うことをいう。以下同

じ。)を受けることが一時的に困難となつた乳児又は幼児について、厚生労働省令で定める

ところにより、主として昼間において、保育所、認定こども園(就学前の子どもに関する教

育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こ

ども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいい、保育所であるものを除

く。第二十四条第二項を除き、以下同じ。)その他の場所において、一時的に預かり、必要

な保護を行う事業をいう。

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■ ■
7 ■
8 ■
9 ■
10
11
12
13
14
15

民間保育所等運営事務

こども育成部 保育課

国が定める公定価格に基づき、管内児童が所在する市内外の民間保育所等へ運営に必要な

保育経費を給付します。

各園の月初の在籍児童数の確認、職員一覧、出席児童数、一時預かり実績、延⾧保育実績

（標準時間・短時間・ＡＢ階層減免）等の報告を受け、保育の実施状況を把握・確認して

います。

各園の運営状況に応じて、加算の認定、保育士等の処遇改善の認定を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

加算認定・処遇改善等の申請 申請等受付

9月
10

月

11

月

月初の児童数確認 事務作業全般
民間保育所からの委託料請求 伝票処理・契約事務

加算認定・処遇改善等の認定 事務作業全般
他市町村や施設への確認（児童数、加算認定・処遇改善等） 事務作業全般
過年度国庫・県費申請・実績報告 事務作業全般
国庫・県費申請 事務作業全般
国庫・県費変更申請 事務作業全般
県状況報告 事務作業全般



〇子ども・子育て支援法

附則

(保育所に係る委託費の支払等)

第６条 市町村は、児童福祉法第２４条第１項の規定により保育所における保育を行うた

め、当分の間、保育認定子どもが、特定教育・保育施設(都道府県及び市町村以外の者が設

置する保育所に限る。以下この条において「特定保育所」という。)から特定教育・保育

(保育に限る。以下この条において同じ。)を受けた場合については、当該特定教育・保育

(保育必要量の範囲内のものに限る。以下この条において「支給認定保育」という。)に要

した費用について、一月につき、第２７条第３項第１号に規定する特定教育・保育に通常

要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現

に当該支給認定保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定保育に要した費

用の額)に相当する額(以下この条において「保育費用」という。)を当該特定保育所に委託

費として支払うものとする。この場合において、第２７条の規定は適用しない。

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■ ■
7 ■
8 ■
9 ■
10
11
12
13
14
15

施設型給付事務

こども育成部 保育課

国が定める公定価格に基づき、管内児童が所在する市内外の認定こども園及び新制度移行

幼稚園の運営に必要な保育経費を給付します。

各園の月初の在籍児童数の確認、職員一覧、出席児童数、一時預かり実績、延⾧保育実績

（標準時間・短時間・ＡＢ階層減免、１号給食日数実績、幼稚園型一時預かり）等の報告

を受け保育の実施状況を把握・確認しています。

各園の運営状況に応じて、加算の認定、保育士等の処遇改善の認定を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

加算認定・処遇改善等の申請 申請等受付

9月
10

月

11

月

月初の児童数確認 事務作業全般
認定こども園及び新制度移行幼稚園からの給付金請求 伝票処理・契約事務

加算認定・処遇改善等の認定 事務作業全般
他市町村や施設への確認（児童数、加算認定・処遇改善等） 事務作業全般
過年度国庫・県費申請・実績報告 事務作業全般
国庫・県費申請 事務作業全般
国庫・県費変更申請 事務作業全般
県状況報告 事務作業全般



〇子ども・子育て支援法

(施設型給付費の支給)

第２７条 市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内に

おいて、市町村⾧(特別区の区⾧を含む。以下同じ。)が施設型給付費の支給に係る施設と

して確認する教育・保育施設(以下「特定教育・保育施設」という。)から当該確認に係る

教育・保育(地域型保育を除き、第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもにあっては認定こども園において受ける教育・保育(保育に

あっては、同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し

て提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める

一日当たりの時間及び期間の範囲内において行われるものに限る。)又は幼稚園において受

ける教育に限り、同項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子どもにあっては認定こども園において受ける教育・保育又は保育所において受ける保育

に限り、満三歳未満保育認定子どもにあっては認定こども園又は保育所において受ける保

育に限る。以下「特定教育・保育」という。)を受けたときは、内閣府令で定めるところに

より、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に対し、当該特定

教育・保育(保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。以下「支給認定教育・保

育」という。)に要した費用について、施設型給付費を支給する。

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■ ■
7 ■
8 ■
9 ■
10
11
12
13
14
15

地域型保育給付事務

こども育成部 保育課

国が定める公定価格に基づき、管内児童が所在する市内外の地域型保育事業者の運営に必

要な保育経費を給付します。

各園の月初の在籍児童数の確認、職員一覧、出席児童数、一時預かり実績、延⾧保育実績

（標準時間・短時間・ＡＢ階層減免）等の報告を受け保育の実施状況を把握・確認してい

ます。

各園の運営状況に応じて、加算の認定、保育士等の処遇改善の認定を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

加算認定・処遇改善等の申請 申請等受付

9月
10

月

11

月

月初の児童数確認 事務作業全般
地域型保育事業者からの給付金請求 伝票処理・契約事務

加算認定・処遇改善等の認定 事務作業全般
他市町村や施設への確認（児童数、加算認定・処遇改善等） 事務作業全般
過年度国庫・県費申請・実績報告 事務作業全般
国庫・県費申請 事務作業全般
国庫・県費変更申請 事務作業全般
県状況報告 事務作業全般



〇子ども・子育て支援法

(地域型保育給付費の支給)

第２９条 市町村は、満３歳未満保育認定子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内に

おいて、市町村⾧が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保

育を行う事業者(以下「特定地域型保育事業者」という。)から当該確認に係る地域型保育

(以下「特定地域型保育」という。)を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当

該満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に対し、当該特定地域型保

育(保育必要量の範囲内のものに限る。以下「満３歳未満保育認定地域型保育」という。)

に要した費用について、地域型保育給付費を支給する。

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■ ■
7 ■ ■ ■ ■
8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
9 ■ ■
10 ■
11 ■ ■ ■
12 ■ ■ ■
13 ■ ■
14
15

翌年度入園認定通知発行 通知等発送

翌年度入園申請受付 通知等発送
翌年度入園審査 審査事務

現況届案内通知送付 通知等発送
現況届受付・審査事務 審査事務

施設等利用給付交付金（国）申請・実績報告 統計調査・集計
施設等利用給付交付金（県）申請・実績報告 統計調査・集計
支弁台帳の作成 統計調査・集計

認定通知発行 通知等発送
給付（幼稚園の保育料） 伝票処理・契約事務
給付（認可外、一時預かり保育料等） 伝票処理・契約事務

申請受付（随時） 申請等受付
審査 審査事務

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月
4月 5月

施設等利用費認定・給付事務

令和元年１０月から開始した「幼児教育・保育の無償化」に伴い、私学助成幼稚園、認可

外保育施設や預かり保育（認定こども園・新制度移行幼稚園）、一時預かり（保育所、幼

稚園、認可外保育施設など）の利用者の申請により認定をし、支給を行います。

なお、申請方法は、利用者が利用施設の証明を基に市へ請求を行う「償還払い」と利用者

が利用施設へ申請し、施設が市へ請求を行う「現物給付」の２つがあります。

 

こども育成部 保育課



〇子ども・子育て支援法

(子育てのための施設等利用給付)

第３０条の２ 子育てのための施設等利用給付は、施設等利用費の支給とする。

(支給要件)

第３０条の４ 子育てのための施設等利用給付は、次に掲げる小学校就学前子ども(保育認

定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が、現に施設型給付費、特例施設型給付費(第２

８条第１項第３号に係るものを除く。次条第七項において同じ。)、地域型保育給付費若し

くは特例地域型保育給付費の支給を受けている場合における当該保育認定子ども又は第七

条第十項第四号ハの政令で定める施設を利用している小学校就学前子どもを除く。以下こ

の節及び第５８条の３において同じ。)の保護者に対し、その小学校就学前子どもの第３０

条の１１第１項に規定する特定子ども・子育て支援の利用について行う。

１ 満３歳以上の小学校就学前子ども(次号及び第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当

するものを除く。)

２ 満３歳に達する日以後の最初の３月３１日を経過した小学校就学前子どもであって、

第１９条第１項第２号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けるこ

とが困難であるもの

３ 満３歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある小学校就学前子どもであっ

て、第１９条第１項第２号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受け

ることが困難であるもののうち、その保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が第

３０条の１１第１項に規定する特定子ども・子育て支援のあった月の属する年度(政令で定

める場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和２５年法律第２２６号)の規定による市町

村民税(同法の規定による特別区民税を含み、同法第３２８条の規定によって課する所得割

を除く。以下この号において同じ。)を課されない者(これに準ずる者として政令で定める

者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者

を除く。次条第７項第２号において「市町村民税世帯非課税者」という。)であるもの

あり



1 ■
2 ■ ■ ■
3 ■
4 ■
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

補助金交付事務 伝票処理・契約事務
補助金交付決定通知書発送事務 通知等発送

9月
10

月

11

月

補助金交付についての案内及び書類送付 通知等発送
補助金交付申請書等の受付 申請等受付

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

実費徴収に係る補足給付事業補助金に関する事務

こども育成部 保育課

私学助成幼稚園の利用者のうち、低所得で生計を維持することが困難である世帯等に対

し、教育時間の食事の提供にかかる費用のうち、副食費の一部を補助することで、園児の

円滑な幼稚園の利用を図る事業です。

月額４，9００円を上限に補助を行います。



あり

・子ども・子育て支援法

第５９条 市町村は、内閣府令で定めるところにより、第６１条第１項に規定する市町村

子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる

事業を行うものとする。

～略～

３ 教育・保育給付認定保護者又は施設等利用給付認定保護者のうち、その属する世帯の

所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める基準に該当するものに対し、当該教

育・保育給付認定保護者又は施設等利用給付認定保護者が支払うべき次に掲げる費用の全

部又は一部を助成する事業

～略～

ロ 当該施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子どもが特定子ども・子育

て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が提供するものに限

る。)を受けた場合における食事の提供に要する費用として内閣府令で定めるもの



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■
3 ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■
7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
9
10
11
12
13
14
15

こども育成部 保育課

こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）

乳幼児期の子どもはさまざまな人やもの、環境との初めての出会いを繰り返しながら育っ

ていくため、子どもが人生の最初の一歩を健やかに踏み出せるよう社会全体で支え、応援

していくことが必要です。一方で、核家族化や地域とのつながりの希薄化などが進む現代

において、０～２歳児の約６割が未就園児であり、そうした子どもを持つ子育て家庭には

孤立した育児の中で不安や悩みを抱えている保護者がいるため、支援の強化が求められて

います。こうした中、全ての子どもの育ちを応援し、良質な成育環境を整備するととも

に、全ての子育て家庭に対して、保護者の多様な働き方やライフスタイルにかかわらない

形で支援を強化するため、こども誰でも通園制度が創設されました

本制度は現行の幼児教育・保育給付とは別に、保護者の就労要件を問わず月に１０時間ま

で、０歳６か月から３歳未満児を時間単位で保育所等に預けることができるものとして、

一部の自治体で令和６年度に試行的実施され、７年度には児童福祉法に規定されるととも

に、８年度からは給付制度として位置付けられ、全ての自治体において本格実施されるこ

ととなっており、本市においても８年４月から実施予定です。

4月 5月

会計年度任用職員の募集・採用 事務作業全般

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月

実施施設を認可する条例改正 議会
ＨＰやチラシなど利用者への広報 周知・広報
利用者の受付、登録、審査 申請等受付

運営内容、実施方法、手順等の検討、決定 庁内調整・会議

市立保育園が実施する場合の条例改正、確認条例改正 議会
実施施設の検討、募集、調整、決定 伝票処理・契約事務
システム改修等ベンダーとの調整 庁外調整・会議



あり

児童福祉法

第３４条の１５ 市町村は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができ

る。

② 国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府令の定めるところにより、市町村⾧の認

可を得て、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。

③ 市町村⾧は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業に関する前項の認可の申請が

あつたときは、次条第一項の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に

掲げる基準（当該認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつて

は、第四号に掲げる基準に限る。）によつて、その申請を審査しなければならない。

子ども・子育て支援法

第３０条の１２ 乳児等のための支援給付は、乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付

費の支給とする。

第３０条の１４ 乳児等のための支援給付は、支給対象小学校就学前子ども（満３歳未満

の小学校就学前子ども（当該小学校就学前子どもに係る教育・保育給付認定保護者が現に

施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費の支

給を受けている場合における当該小学校就学前子ども又は第７条第１０項第４号ハの政令

で定める施設を利用している小学校就学前子どもを除く。）をいう。以下この節及び第５

４条の２第２項において同じ。）の保護者に対し、当該支給対象小学校就学前子どもの第

３０条の２０第１項に規定する特定乳児等通園支援の利用について行う。

第３０条の１５ 支給対象小学校就学前子どもの保護者は、乳児等のための支援給付を受

けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その支給対象小学

校就学前子どもごとに、乳児等のための支援給付を受ける資格を有することについての認

定を申請し、その認定を受けなければならない。

２ 前項の認定（以下「乳児等支援給付認定」という。）は、支給対象小学校就学前子ど

もの保護者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、当該支給対象小学校就学前子ど

もの保護者が居住地を有しないとき、又はその居住地が明らかでないときは、当該支給対

象小学校就学前子どもの保護者の現在地の市町村が行うものとする。

３ 市町村は、乳児等支援給付認定を行ったときは、内閣府令で定めるところにより、当

該乳児等支援給付認定に係る保護者（以下「乳児等支援給付認定保護者」という。）に氏

名その他の内閣府令で定める事項を記載した認定証（以下「乳児等支援支給認定証」とい

う。）を交付するものとする。

第３０条の１６ 乳児等支援給付認定は、当該乳児等支援給付認定に係る支給対象小学校

就学前子ども（以下「乳児等支援給付認定子ども」という。）が満３歳に達する日の前日

まで効力を有する。



1 ■
2 ■ ■
3 ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■
5 ■ ■
6 ■
7 ■
8 ■
9 ■ ■ ■
10
11
12
13
14
15

民間保育所運営補助事業

こども育成部 保育課

運営に必要な経費について、民間保育所等へ補助金の支払いを行います。

民間保育所等における自主的な施設経営の促進と経営基盤の安定及び強化により、入所児

童の処遇の向上を図ることを目的として、各園の該当する補助対象事業（例：保育士雇用

費、年齢別利用者基礎加算等）に要する費用を補助しています。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

民間保育所からの補助金申請 申請等受付

9月
10

月

11

月

要綱の改正（国単価変更） 事務作業全般
過年度実績報告の提出 事務作業全般

補助金支払い 伝票処理・契約事務
過年度国庫・県費申請・実績報告 事務作業全般
国庫・県費申請 事務作業全般
国庫・県費変更申請 事務作業全般
県状況報告 事務作業全般
次年度以降の補助内容検討 検討



〇社会福祉法

第５８条 国又は地方公共団体は、必要があると認めるときは、厚生労働省令又は当該地

方公共団体の条例で定める手続に従い、社会福祉法人に対し、補助金を支出し、又は通常

の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で、貸付金を支出し、若しくはその他の財産

を譲り渡し、若しくは貸し付けることができる。

〇茅ヶ崎市補助金等の交付に関する規則

第３条 市⾧は、公益上必要があると認める事務又は事業を行う者に対し、予算の範囲内

においてその施行に必要な経費の全部又は一部について補助金等を交付することができ

る。

あり



1 ■
2 ■ ■
3 ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■
5 ■ ■
6 ■
7 ■
8 ■
9 ■ ■ ■
10
11
12
13
14
15

地域型保育運営補助事業

こども育成部 保育課

運営に必要な経費について、地域型保育事業者へ補助金の支払いを行います。

地域型保育事業者における自主的な施設経営の促進と経営基盤の安定及び強化により、入

所児童の処遇の向上を図ることを目的として、各園の該当する補助対象事業（例：年齢別

利用者基礎加算、損害保険加入費等）に要する費用を補助しています。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

地域型保育者からの補助金申請 申請等受付

9月
10

月

11

月

要綱の改正（国単価変更） 事務作業全般
過年度実績報告の提出 事務作業全般

補助金支払い 伝票処理・契約事務
過年度国庫・県費申請・実績報告 事務作業全般
国庫・県費申請 事務作業全般
国庫・県費変更申請 事務作業全般
県状況報告 事務作業全般
次年度以降の補助内容検討 検討



〇茅ヶ崎市補助金等の交付に関する規則

第３条　市⾧は、公益上必要があると認める事務又は事業を行う者に対し、予算の範囲内

においてその施行に必要な経費の全部又は一部について補助金等を交付することができ

る。

あり



1 ■
2 ■ ■
3 ■ ■
4 ■ ■
5 ■ ■
6 ■
7 ■
8 ■
9
10
11
12
13
14
15

一時預かり補助事業

こども育成部 保育課

保護者の育児疲れの解消、急病・入院など、家庭において保育を受けることが一時的に困

難となった児童について、幼稚園、幼稚園型認定こども園及びその他の場所において、一

時的に児童を預かり、必要な保育を行う施設に対して補助を行うことで、児童の処遇の向

上を図ります。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

状況把握 事務作業全般

9月
10

月

11

月

要綱改正 事務作業全般
過年度補助金支払い 事務作業全般

補助金支払い準備 伝票処理・契約事務
過年度国庫・県費申請・実績報告 事務作業全般
国庫・県費申請 事務作業全般
国庫・県費変更申請 事務作業全般
県状況報告 事務作業全般



〇児童福祉法

第６条の３

⑦ この法律で、一時預かり事業とは、家庭において保育(養護及び教育(第３９条の２第

１項に規定する満３歳以上の幼児に対する教育を除く。)を行うことをいう。以下同じ。)

を受けることが一時的に困難となつた乳児又は幼児について、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、主として昼間において、保育所、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成１８年法律第７７号。以下「認定こども園

法」という。)第２条第６項に規定する認定こども園をいい、保育所であるものを除く。第

２４条第２項を除き、以下同じ。)その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を

行う事業をいう。

あり



1 ■
2 ■ ■
3 ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■
5 ■ ■
6 ■
7 ■
8 ■
9 ■ ■ ■
10
11
12
13
14
15

こども育成部 保育課

紙おむつ処分経費補助事業

使用済み紙おむつを持ち帰ることは、不衛生であり、保護者・保育者双方にとって非常に

大きな負担となります。

令和５年１月２３日付け厚生労働省及び内閣府事務連絡「保育所等における使用済みおむ

つの処分について」において、保育所等において使用済みおむつの処分を行うことを推奨

する旨が通知されました。

同年６月県議会において、使用済み紙おむつ処分費用の補助金の補正予算が可決されたこ

とを受け、同年９月茅ヶ崎市議会でも補正予算計上をし、紙おむつの処分を行っている保

育所等に対し、補助金交付をしています。

4月 5月

過年度実績報告の提出 事務作業全般

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月

保育所等からの補助金申請 申請等受付
補助金支払い 伝票処理・契約事務
過年度県費申請・実績報告 事務作業全般

要綱の改正（県単価変更） 事務作業全般

次年度以降の補助内容検討 検討

県費申請 事務作業全般
県費変更申請 事務作業全般
県状況報告 事務作業全般



あり

神奈川県保育所等紙おむつ処分事業費補助金交付要綱

第１条

この要綱は、保護者及び保育士双方の負担軽減を図るため、認可保育所、認定こども園及

び地域型保育事業（以下、「保育所等」という。）を運営する市町村または保育所等が使

用済紙おむつを処分するために必要な費用を補助する市町村に対し、予算の範囲内におい

て補助金を交付することについて、補助金の交付等に関する規則（昭和45 年神奈川県規則

第41 号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとす

る。

第２条

補助金の交付の対象は、市町村とする。

２ 補助の対象とする事業は、保育所等を利用する子どもが使用した紙おむつを処分するた

めに保育所等が要した１年間（４月１日から翌年３月31 日まで）の経費を補助する市町村

に対して交付するものとする。



1 ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■
4 ■ ■
5 ■
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

実績報告についての案内及び書類受領 通知等発送
実績報告書に基づく補助金精算 伝票処理・契約事務

補助金交付事務 伝票処理・契約事務

9月
10

月

11

月

補助金交付についての案内及び書類送付 通知等発送
補助金交付申請書等の受付 申請等受付

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

幼稚園団体・障害児教育・健康管理費補助金に関する事務

こども育成部 保育課

茅ヶ崎市私立幼稚園協会に対して、協会に所属する私立幼稚園の職員の資質向上等のため

に協会が事業に要した費用の一部を補助することにより、茅ヶ崎市内の私立幼稚園等の振

興を図る事業で、職員の資質向上を図る事業及びその他私立幼稚園等の振興に関する事業

を対象事業として、要した費用の３分の１（５０万円を上限）を助成します。

市内の私立幼稚園等及び私立の認定子ども園に対し、障害児教育に係る経費の負担を軽減

することにより障害児教育の振興を図るための事業で、障害児教育に必要な物品等の購入

事業などを対象事業として、障害児１名につき１月あたり９，０００円を限度として補助

を行います。

市内の私立幼稚園の設置者に対し、園が実施した健康診断事業に要した費用の一部を補助

することにより、幼児の健康の増進を図るための事業で、園が健康診断事業に要した費用

のうち、６８，０００円を上限として補助を行います。



あり

〇茅ヶ崎市補助金等の交付に関する規則

第３条　市⾧は、公益上必要があると認める事務又は事業を行う者に対し、予算の範囲内

においてその施行に必要な経費の全部又は一部について補助金等を交付することができ

る。



1 ■ ■ ■ ■ ■
2 ■
3 ■ ■
4 ■ ■
5 ■ ■
6 ■ ■
7
8
9
10
11
12
13
14
15

補助金交付申請審査 審査事務
補助金交付決定通知書発送事務 通知等発送
補助金交付事務 伝票処理・契約事務

補助金交付申請書等の受付 申請等受付

9月
10

月

11

月

子ども・子育て支援交付金申請・実績報告 統計調査・集計
補助金交付についての案内及び書類送付 通知等発送

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

幼稚園類似施設利用料補助金に関する事務

こども育成部 保育課

幼児教育・保育無償化の給付を受けていない、本事業の要件を満たす施設を利用する満３

歳児以上の幼児の保護者が支払う利用料（保育料）を補助することにより、保護者の経済

的負担の軽減を図ることを目的とする事業です。

幼児一人につき月額２万円を補助しています。



あり

〇子ども・子育て支援法

第５９条 市町村は、内閣府令で定めるところにより、第６１条第１項に規定する市町村

子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる

事業を行うものとする。

～略～

４ 特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な事

業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業



1 ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

認可外保育施設利用者保育料助成事業

こども育成部 保育課

認可保育所等の入所要件である保育の必要性を満たしているものの、現に認可保育所等へ

の入所ができず、認可外保育施設に入所している児童の保護者へ保育料の一部を助成する

ものです。

4月 5月 3月
12

月
1月 2月

１０～３月利用分申請受付 申請等受付

9月
10

月

11

月

過年度支払い事務 伝票処理・契約事務
４～９月利用分申請受付 申請等受付

6月 7月 8月



なし



1 ■
2 ■ ■
3 ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■
5 ■ ■
6 ■
7 ■
8 ■
9 ■ ■ ■
10
11
12
13
14
15

こども育成部 保育課

手ぶらで保育スタートアップ支援事業

保育所等に通園する場合、多くの荷物を保護者が持ってきて、持ち帰る必要があり、主な

ものは、紙おむつ・布団・３歳クラス以上の主食（ご飯など）・着替えなどです。これら

の荷物の持ち運びは保護者の大きな負担となっており、特にきょうだいがいる場合や雨の

日などの場合は、保護者一人で運ぶことが困難となります。負担軽減を図るため、令和６

年度から神奈川県が手ぶらで保育を推進し、布団や主食などを保護者が持ち運ばずに保育

所等が提供するために、必要な物品の費用を保育所等に補助する制度を創設し、本市にお

いても実施しています。

4月 5月

過年度実績報告の提出 事務作業全般

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月

保育所等からの補助金申請 申請等受付
補助金支払い 伝票処理・契約事務
過年度県費申請・実績報告 事務作業全般

要綱の改正（県単価変更） 事務作業全般

次年度以降の補助内容検討 検討

県費申請 事務作業全般
県費変更申請 事務作業全般
県状況報告 事務作業全般



あり

神奈川県手ぶらで保育スタートアップ支援事業費補助金交付要綱

第１条

この要綱は、保護者及び保育士・幼稚園教諭（以下「保育士等」とする。）双方の負担軽

減を図るため、市町村等が負担する、保護者や保育士等の負担軽減に資する物品の購入費

用等及び本補助金の申請等によって生じる 認可保育所、認定こども園、地域型保育事業及

び幼稚園（以下「 施設 」とする）の事務負担増に係る費用に対し、予算の範囲内において

補助金を交付することについて、補助金の交付等に関する規則（昭和 45 年神奈川県規則

第 41 号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとす

る。

第２条

補助金の交付の対象は、 次の各号に掲げる者 とする。

(1)市町村

(2) 幼稚園（ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

（令和４年法律第 77 号）第３条に定める幼稚園型認定こども園及び子ども・子育て支援

法（平成 24年法律第 65 号）第 2 7 条に定める特定教育・保育施設を除く。）（以下「幼

稚園（私学助成園）」という。幼稚園（私学助成園）には、設置者が学校法人以外の場合

も含む。

２

補助の対象とする費用 は、保護者や保育士 等 の負担軽減に資する物品の購入費用等及び

本補助金の申請等によって生じる施設の事務負担増に係る費用であり、補助金の交付対象

は本条第１項に掲げるものとする。

３

本補助金の対象となる施設は、次に掲げる事項を実施している、又は実施の予定がある施

設とする。

(1)紙おむつ利用の定額サービス（以下「おむつのサブスク」という。）の導入

(2)紙おむつを除く乳幼児 全員の衛生用品一式の用意及び洗濯

(3)乳幼児全員分の着替え、又はスモックの用意及び洗濯

(4)布団（お昼寝用コット）カバー、又はタオルケット等の用意及び洗濯

(5)連絡帳のスマホアプリ等への移行連絡帳の中でスマホアプリ等への移行が必要な項目と

しては、出欠席の連絡等に加え、通園時に、保護者と職員の双方が、毎日の子どもの状況

等を入力することができる機能を有すること

(6)その他、保護者や保育士等の負担軽減に資する取組で、継続的に費用が発生する物品等

を用意



1 ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

こども育成部 保育課

保育所等教育・保育質向上事業

乳幼児期は好奇心が特に旺盛で、初めて目にしたり体験したりするものに対して、自分で

試行錯誤しながら考え、時には失敗もしながら生きていく術を身につけていく大切な時期

です。このような時期に、多様で豊かな経験をたくさんすることは、子どもたちの今後の

人生に大きな影響を及ぼすと考えます。

一方で、近年は核家族化の進行や地域とのつながりの希薄化、スマートフォンの普及等に

より、家庭や地域において子どもたちが心と体と頭を動かす豊かな経験をする機会が大幅

に減っています。また、子どもたちが乳幼児期に多くの時間を過ごす保育所等において

も、昨今の保育士不足や物価高の影響もあり、まずは必要最低限の保育の実施を余儀なく

され、子どもたちに多様な遊びを提供することが難しくなっている現状があります。

子どもたちが乳幼児期にしか得られない感覚・知覚を習得することで今後の発達に大きな

影響を与え、大人になったときに自分で未来を切り拓く力を身につける支援となるよう

な、自然とのふれあいや優れた専門性を持つ外部講師の招聘など、子どもたちに特別な体

験を提供して、教育・保育のソフト的側面の充実を図る保育所等に対して、その経費を補

助するものです。

4月 5月

補助金交付申請書等の受付 申請等受付

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月

補助金交付事務 伝票処理・契約事務
実績報告についての案内及び書類受領 通知等発送
実績報告書に基づく補助金精算 伝票処理・契約事務

補助金交付についての案内及び書類送付 通知等発送



なし
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保育所等入所調整事務

こども育成部 保育課

就労等のため、家庭で保育のできない保護者に代わって保育をするため、保育の必要性の

高さを審査し、施設との調整により入所決定を行います。また、入所後においても、就労

等の状況による保育の必要量から認定や保育料の算定を行います。

また、入所後も児童や保護者の状況を確認し、認定の変更を行います。

さらに、保護者からのさまざまな相談を年間を通じて受けており、多様なニーズに応じた

審査が公平にできるよう、点数の見直しや申請書及び保育所等のしおりの改訂を行いま

す。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

施設との調整 事務作業全般

9月
10

月

11

月

保育所等入所書類申請締切（毎月10日締切） 申請等受付
入所における審査会 庁内調整・会議

認定通知書・待機通知書の発送 通知等発送
保育料算定作業 事務作業全般
保育料算定通知書の発送 通知等発送
連携園からのスライド入所者確認 事務作業全般
在所者要件確認 事務作業全般

保育コンシェルジュによる相談 相談・問合せ対応
入所に係る点数改定 検討

法人立・合同園⾧会 庁外調整・会議
入所書類入力 事務作業全般
途中入所・要件変更による通知送付 通知等発送
市内在住者が市外施設を希望される場合の市町村協議 事務作業全般



〇児童福祉法

第２４条 市町村は、この法律及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、保護者

の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保

育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所(認定こ

ども園法第３条第１項の認定を受けたもの及び同条第１１項の規定による公示がされたも

のを除く。)において保育しなければならない。

3 市町村は、保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法

第２７条第１項の確認を受けたものに限る。以下この項及び第４６条の２第２項において

同じ。)又は家庭的保育事業等が不足し、又は不足するおそれがある場合その他必要と認め

られる場合には、保育所、認定こども園(保育所であるものを含む。)又は家庭的保育事業

等の利用について調整を行うとともに、認定こども園の設置者又は家庭的保育事業等を行

う者に対し、前項に規定する児童の利用の要請を行うものとする。

附則

第７３条 第２４条第３項の規定の適用については、当分の間、同項中「市町村は、保育

の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法第２７条第１項の確

認を受けたものに限る。以下この項及び第４６条の２第２項において同じ。)又は家庭的保

育事業等が不足し、又は不足するおそれがある場合その他必要と認められる場合には、保

育所、認定こども園」とあるのは、「市町村は、保育所、認定こども園(子ども・子育て支

援法第２７条第１項の確認を受けたものに限る。以下この項及び第４６条の２第２項にお

いて同じ。)」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

あり
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待機児童解消対策推進事業（入園調整等）

こども育成部 保育課

 効率的・効果的に待機児童ゼロの水準を維持していくために、既存施設の活用及び情報

提供など多様な手法を活用し、保育を必要とする方が一人でも多く入所できるよう保育環

境の整備に取り組みます。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

小規模保育事業等の卒園児の円滑移行 庁外調整・会議

9月
10

月

11

月

保育コンシェルジュによる入園支援 相談・問合せ対応
定員超過入所の柔軟な実施 庁外調整・会議



〇児童福祉法

第２４条 市町村は、この法律及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、保護者

の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保

育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所(認定こ

ども園法第３条第１項の認定を受けたもの及び同条第１１項の規定による公示がされたも

のを除く。)において保育しなければならない。

3 市町村は、保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法

第２７条第１項の確認を受けたものに限る。以下この項及び第４６条の２第２項において

同じ。)又は家庭的保育事業等が不足し、又は不足するおそれがある場合その他必要と認め

られる場合には、保育所、認定こども園(保育所であるものを含む。)又は家庭的保育事業

等の利用について調整を行うとともに、認定こども園の設置者又は家庭的保育事業等を行

う者に対し、前項に規定する児童の利用の要請を行うものとする。

附則

第７３条 第２４条第３項の規定の適用については、当分の間、同項中「市町村は、保育

の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法第２７条第１項の確

認を受けたものに限る。以下この項及び第４６条の２第２項において同じ。)又は家庭的保

育事業等が不足し、又は不足するおそれがある場合その他必要と認められる場合には、保

育所、認定こども園」とあるのは、「市町村は、保育所、認定こども園(子ども・子育て支

援法第２７条第１項の確認を受けたものに限る。以下この項及び第４６条の２第２項にお

いて同じ。)」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

あり
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こども育成部 保育課

システム標準化・共通化 子ども・子育て支援システムの再構築事業

 行政サービスを提供している地方公共団体の基幹業務システムは、これまで、地方公共

団体が個別に開発しカスタマイズをしてきた結果として、次のような課題を抱えていま

す。

(1) 維持管理や制度改正時の改修等において地方公共団体は個別対応を余儀なくされ負担

が大きいこと

(2) 情報システムの差異の調整が負担となり、クラウド利用が円滑に進まないこと

(3) 住民サービスを向上させる最適な取組を迅速に全国へ普及させることが難しいこと

 これらの問題解決を目指し施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法

律」及び「自治体ＤＸ推進計画」に基づき、令和１０年度末までに、現行子ども・子育て

支援システムを標準化システムへ移行します。

 ７年度は、子ども・子育て支援システムを７年度中に標準化するシステムと連携させる

作業（過渡期連携）及び子ども・子育て支援システムの中間サーバーコネクタをガバメン

トクラウドへ移行する作業を実施します。

4月 5月

実装作業

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月

検証作業

委託契約



あり

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律

(国及び地方公共団体の責務)

第４条 省略

２ 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、地方公共団体

情報システムの標準化を実施する責務を有する。
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特定教育・保育施設等の確認変更受付 申請等受付
特定教育・保育施設等の確認変更審査 事務作業全般
ここdeサーチの入力指導 相談・問合せ対応

特定教育・保育施設等の確認受付 申請等受付
特定教育・保育施設等の確認審査 事務作業全般

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月
4月 5月

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者等の確認事務

保育所や認定こども園、家庭的保育事業などの施設に対して、子ども・子育て支援法に基

づき、施設型給付費（または地域型保育給付費）を支給しています。この支給にあたり、

施設が法令に基づいた基準を満たしているか確認する必要があります。

施設を新たに設置するときや、提供する教育や保育の内容が変更された場合は、事前に市

への確認申請が必要です。

市では、提出された内容について、関係法令の基準に合っているかを確認を行います。

さらに、市では、確認した内容が「子ども・子育て支援施設情報システム」（ここdeサー

チ）というシステムに登録されているかを確認し、登録がない施設に対して指導を行って

います。このシステムは、保育施設の情報を集約し、保護者が施設の状況を確認できるよ

うにするために、国が開発し運用されています。

こども育成部 保育課



子ども・子育て支援法

（施設型給付費の支給）

第27条 市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内にお

いて、市町村⾧(略)が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設(以下

「特定教育・保育施設」という。)から当該確認に係る教育・保育(（略）。以下「特定教

育・保育」という。)を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該教育・保育給

付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に対し、当該特定教育・保育(略）に要した

費用について、施設型給付費を支給する。

（特定教育・保育施設の確認）

第31条 第27条第1項の確認は、内閣府令で定めるところにより、教育・保育施設の設置

者(略)の申請により、次の各号に掲げる教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める

小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めて、市町村⾧が行う。（各号 略）

(地域型保育給付費の支給)

第29条 市町村は、満３歳未満保育認定子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内にお

いて、市町村⾧が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育

を行う事業者(略)から当該確認に係る地域型保育(略)を受けたときは、内閣府令で定めると

ころにより、当該満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に対し、当

該特定地域型保育(略)に要した費用について、地域型保育給付費を支給する。

（特定地域型保育事業者の確認）

第43条 第29条第1項の確認は、内閣府令で定めるところにより、地域型保育事業を行う

者の申請により、（略）（以下、「地域型保育事業所」という。）ごとに、第19条第3号

に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員（略）を定めて、市町村⾧が行う。

・茅ヶ崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

(掲示等)

第23条 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の見やすい場所に、運営規程の

概要、職員の勤務の体制、利用者負担その他の利用申込者の特定教育・保育施設の選択に

資すると認められる重要事項を掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆

送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を

行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなけ

ればならない。

あり
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指導監査・実地指導に関する事務

こども育成部 保育課

保育所や認定こども園が適切に運営されているかを確認するため、指導監査を実施してい

ます。

子ども・子育て支援法に基づき、市は、特定教育・保育施設（保育所・認定こども園な

ど）や特定地域型保育事業者（小規模保育・家庭的保育など）について、運営状況の報告

を求めたり、施設を訪問して調査する権限を持っています。

さらに、児童福祉法施行令では、市が年に1回以上、実地での指導監査を行うことが定めら

れています。これにより、市は施設の安全性や運営状況を確認し、保育の質の向上に努め

ています。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

指導監査の結果通知 事務作業全般

9月
10

月

11

月

年間指導計画作成 事務作業全般
家庭的保育事業等 指導監査 現場調査・訪問

市内保育所等の巡回指導 現場調査・訪問
子ども・子育て支援法に基づく実地指導 現場調査・訪問
実地指導の結果通知 事務作業全般
市内保育所等の運営に係る相談・助言 相談・問合せ対応



・児童福祉法

第34条の17 市町村⾧は、前条第1項の基準を維持するため、家庭的保育事業等若しくは

乳児等通園支援事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員

に、関係者に対して質問させ、若しくは家庭的保育事業等若しくは乳児等通園支援事業を

行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2～４ 略

・児童福祉法施行令

第35条の４ 市町村⾧は、当該職員をして、年度ごとに１回以上、国及び都道府県以外の

者が行う家庭的保育事業等が法第34条の16第1項の規定に基づき定められた基準を遵守し

ているかどうかを実地につき検査させなければならない。ただし、（略）

・子ども・子育て支援法

（報告等）

第38条 市町村⾧は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度におい

て、特定教育・保育施設若しくは特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施

設の設置者であった者若しくは特定教育・保育施設の職員であった者(略)に対し、報告若

しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特定教育・保育施設の設置者若

しくは特定教育・保育施設の職員若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者等に対

し出頭を求め、又は当該市町村の職員に、関係者に対して質問させ、若しくは特定教育・

保育施設、特定教育・保育施設の設置者の事務所その他特定教育・保育施設の運営に関係

のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができ

る。

２ 略

（報告等）

第50条 市町村⾧は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度におい

て、特定地域型保育事業者若しくは特定地域型保育事業者であった者若しくは特定地域型

保育事業所の職員であった者(略)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若し

くは提示を命じ、特定地域型保育事業者若しくは特定地域型保育事業所の職員若しくは特

定地域型保育事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に、関係者に

対して質問させ、若しくは特定地域型保育事業者の特定地域型保育事業所、事務所その他

特定地域型保育事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物

件を検査させることができる。

２ 略

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

家庭的保育事業等の認可に係る事務

こども育成部 保育課

家庭的保育事業等（小規模保育、家庭的保育、事業所内保育など）は、市以外の団体（社

会福祉法人や営利企業など）が、市の許可を得て運営することができます。市では、こう

した団体からの認可申請があった場合に、審査を行い、その運営が適切であると判断した

ときは、認可をします。

市は、認可申請があった場合、まず市の条例で定められた基準に適合しているかを審査

し、さらに国の基準にも照らして審査を行います。これにより、基準を満たした団体に

は、家庭的保育事業等の運営が許可されます。

また、家庭的保育事業等を実施している団体に対しては、必要に応じて保育の質の向上の

ための相談や助言を行い、円滑に事業を進められるよう支援しています。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

家庭的保育事業等 施設変更の届出 事務作業全般

9月
10

月

11

月

家庭的保育事業等 認可に係る事前相談 相談・問合せ対応
家庭的保育事業等 認可申請 事務作業全般

家庭的保育事業等 廃止又は休止等の届出 事務作業全般
家庭的保育事業等の運営後の相談・助言 相談・問合せ対応



・児童福祉法

第34条の15 略

2 国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府令の定めるところにより、市町村⾧の認可

を得て、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。

3 市町村⾧は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業に関する前項の認可の申請が

あったときは、次条第1項の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲

げる基準(略)によって、その申請を審査しなければならない。（4～6、略）

7 国、都道府県及び市町村以外の者は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を廃止

し、又は休止しようとするときは、内閣府令の定めるところにより、市町村⾧の承認を受

けなければならない。

第34条の16 市町村は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の設備及び運営につい

て、条例で基準を定めなければならない。（以下、略）

・家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

・家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

9月
10

月

11

月

茅ヶ崎市保育研修 イベント開催
研修事務 事務作業全般

こども育成部 保育課

3月
12

月
1月 2月

保育士等研修事業

市内の保育施設に勤務する保育士を対象に研修を実施し、保育の質の維持向上に取り組ん

でいます。

この研修は、公立・民間を問わず、認可保育所や認可外保育施設などで働く保育従事者を

対象としており、こども家庭庁が示す保育指針等に基づいた内容となっています。

研修では、保育現場の課題に精通した講師による講義を中心に、実践的な学びを提供して

います。より多くの保育士が参加しやすいよう、オンライン形式を取り入れながら実施し

ています。

4月 5月 6月 7月 8月



なし


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

